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札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備に係る電気設備設置業務 

１ 目的 

札幌駅周辺においては、北海道新幹線建設事業に伴い、令和３年度をもって北６西１自転車

等駐車場、及び北６西２高架下路上自転車等駐車場が廃止となり、また、北５西１西２第一種

市街地再開発事業に伴い、北５西１暫定自転車等駐車場についても、令和５年度をもって廃止

する予定であることから、札幌駅南口駅前広場に代替となる自転車等駐車場（以下「札幌駅南

口暫定駐輪場」という。）を整備することとしている。 

(1)札幌駅南口暫定駐輪場は有料での運用を予定していることから、ゲート、精算機、発券機等の

入退場管理機器、及び照明、監視カメラ等の電気設備を設置する。 

(2) 札幌駅南口暫定駐輪場の機器設置後、有料駐輪場で運用している札幌市駐輪場管理システム

に接続することでシステムネットワークを構成する。 

２ 履行期間 

契約締結日から令和６年３月 21 日（木）まで 

  ※３月 18 日（月）から翌年度分の定期券販売を開始するため、現場作業は３月 17 日（日） 

までに終わらせること。 

３ 業務履行箇所 

札幌市中央区北５条西４丁目４（札幌駅南口駅前広場内） 

４ 対象機器等 

機器仕様は別図４、５のとおり 

（１）受託者が用意するもの。 

№ 機器名 規格等 数量 

① マットスイッチ Ａ 700×250×10ｔ 日本信号製又は同等品

(本市から支給する製品に接続可能なも

の)とすること。 

２枚 

② マットスイッチ Ｂ 700×500×10ｔ 日本信号製又は同等品

（本市から支給する製品に接続可能なも

の）とすること。 

２枚 

③ 分電・弱電制御盤 主回路１、分岐回路７ １基 

④ 引込盤 主回路１、分岐回路３ １台 

⑤ 

ネットワークディスクレコーダー

別図５のとおり。また、本市から支給す

るネットワークカメラ３台の映像を録画

できるものとすること。 

１台 

⑥ 自動料金精算機プロテクター 日本信号 FD8557A に取付可能なもの １基 

⑦ 
一時利用券発行機プロテクター 

日本信号 FD8524E に取付可能なもの 

満空灯付き 
１基 
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⑧ 電線管・配線各種 別図１～３のとおり １式 

（２）本市より支給するもの 

№ 機器名 規格等 数量 

① 屋外型・単方向ゲート 日本信号 FD8544A １台 

② 自動料金精算機 日本信号 FD8557A  １台 

③ 一時利用券発行機 日本信号 FD8524E  １台 

④ 入・出場ポスト 日本信号 EL2725B ２台 

⑤ 管理パソコン NEC N8000-6315 ほか １式 

⑥ 屋外用ネットワークカメラ i-PRO  WV-S65302-Z2-1 ３台 

⑦ LED 投光器 Panasonic NYS15370 LE9 ４台 

⑧ LED スポットライト Panasonic NYT1023NK LE9 15 台 

  ※1 ①～⑤の機器は、北１東 15 自転車保管場所（札幌市中央区北１条東 15 丁目）に保管して

いるため、業務履行箇所へ運搬すること。 

※2 ⑥～⑧の機器は本市にて別途調達し、令和６年２月 28日（水）までに当駐輪場に納入を 

予定しているため、運搬は不要である。 

また、他メーカーの同等品に変更となる場合がある。 

５ 電気設備設置作業 

  設置位置等の詳細については、別添１～３を参照すること。 

  外周フェンス及び、入・出場ゲート、一時利用発券機、自動料金精算機及び分電・弱電制御盤

を固定するための架台（以下「架台」という。）の設置については別業務で行うため、それぞれの

設備の設置にあたっては、委託者及び別業務の受託者と協議の上、実施すること。 

(1) 電線管の設置 

 別図１～３のとおり、既設イベント盤から電気、通信を配線する経路に電線管を設置する。 

(2) 電気配線、通信配線の設置 

 別図１～３のとおり、（1）にて設置した電線管に、電気配線、通信配線を行う。 

※イベント盤から分電・弱電制御盤までの光ケーブルの配線及びＮＴＴとの契約については、

別業務にて行う。 

 (3) 分電・弱電制御盤の設置 

  ア 架台にボルト、ナットを用いて分電・弱電制御盤を設置する。 

  イ (2)にて設置した電気配線から電線を引込み、分電・弱電制御盤内の主回路に接続する。 

ウ 分電・弱電制御盤に光回線を導入する。 

接続される光回線を用いて、ルータを接続しＶＰＮを構築、札幌市駐輪場管理システムに

接続し、システムネットワークを構築する。 

接続される光回線を用いて、自動料金精算機からの扉開信号を警備会社への発報を実施で
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きるようにする。 

札幌市駐輪場管理システムの仕様概要は別図６のとおり。 

(4) 入退場管理機器の設置 

ア 架台にボルト、ナットを用いて自動料金精算機、一時利用券発行機、入・出場ゲート、入・

出場ポスト、マットスイッチを設置する。 

イ 自動料金精算機、一時利用券発行機に防犯プロテクターを設置する。一時利用券発行機の

防犯プロテクターは、満空灯が一体となっているものとすること。 

ウ 分電・弱電制御盤内の分岐回路より電源を供給する。 

エ 分電・弱電制御盤内の通信中継ユニットに接続し、システムを構築する。 

(5) ネットワークカメラの設置 

ア 外周フェンス支柱に金具を用いて設置する。 

イ 分電・弱電制御盤内のネットワークディスクレコーダーに接続すること。 

 (6) 照明の設置 

   別図１のとおり、LED スポットライト及び LED 投光器を設置する。 

(7) 札幌市駐輪場管理システム接続 

  ア 札幌市駐輪場管理システム（以下「システム」という。）に当業務で設置する機器類を追加

設置し、別業務にて、NTT により設置する光回線を用いて、別図６のとおり既設のシステム

ネットワーク（ＶＰＮ）に接続する。 

イ システムのデータベースに札幌駅南口暫定駐輪場を追加し、更新すること。なお、追加す

るにあたり、既存のシステムで使用している北５西１暫定駐輪場が令和５年 11 月をもって

廃止となるため、これを上書きし追加すること。 

ウ 札幌駅南口暫定駐輪場の追加に伴い、一時利用及び定期利用の満・空情報提供に札幌駅南

口暫定駐輪場を追加し、上位サーバー（ＷＥＢサーバー）を改修すること。 

エ 上位サーバーの改修に伴い、全拠点の管理パソコン装置（以下「管理ＰＣ」という。）にお

けるデータベース（以下「ＤＢ」という。）を変更する。 

オ 札幌市駐輪場管理システムの仕様及び構成については、別図７、別添１のとおり。 

(8) 試験調整の実施 

ア 電源が各機器に供給されていること。 

イ 接続される光回線を用いて、ＶＰＮを構築、札幌市駐輪場管理システムに接続し、システ

ム一元管理が可能であること。 

上位サーバーと接続し、一時利用及び定期利用の満・空情報を利用者へ提供可能であるこ

と。 

ウ 自動料金精算機においては、精算・釣銭（釣札）、領収書印刷が有効であること。 

エ 満空表示灯においては、管理パソコンにより自転車・原付の満車・空車が表示されること。 

オ 場内に設置されたネットワークカメラの映像がカメラ用モニターに表示され、別業務にて

設置する管理人室内でモニタリングできること。 
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(9) 各機器の設置及びシステム設定後は、機器動作確認等の試験調整を行い、確実に動作するこ

とを確認すること。検査項目は、別添２ 現地機能検査項目のとおり。 

６ 成果品 

成果品として下記を作成、とりまとめのうえ、電子データ及び書類により提出すること。デー

タ形式等については、委託者と協議を行う。 

(1) 作業工程ごとの写真 

(2) 作業完了写真 

(3) 作業完了後図面 

(4) その他、委託者が指示するもの 

７ 個人情報の取扱い及び個人情報の安全管理対策の実施状況報告 

本業務を履行する上での個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」及び

「札幌市個人情報の保護に関する法律施行条例」（令和５年４月１日施行）を遵守しなければな

らない。 

また、個人情報を取扱う際には別記１「個人情報の取扱いに関する特記事項」及び別記２「個

人情報取扱管理基準」を守ることとし、同事項に基づき実施する安全管理対策の実施状況につい

て、受託者は個人情報取扱状況報告書（下記「10 提出書類」様式 10）により作業開始月以降毎

月分を委託者に報告すること。 

８ 提出書類 

名称 様式 提出時期 

業務完了届 １ 業務終了後速やかに提出 

個人情報取扱状況報告書 ２ 当月分を翌 10 日まで。なお、３月分は３月 21日まで。 

成果品 任意 業務終了後業務完了届と併せて提出 

作業工程表 任意 契約締結後速やかに提出し、委託者の承認を受けること 

緊急連絡体制表 任意 契約締結後速やかに提出し、委託者の承認を受けること 

９ 一般注意事項 

(1) 受託者は、諸法令の適用運用に当たり、当該業務に適用となる法令等を特定したうえで、そ

の一覧を委託者に提出すること。なお、主な諸法令は札幌市土木工事共通仕様書（１―１―１

―４０）「諸法令の遵守」を参照のこと。 

(2) ４対象機器等（２）の機器を除く、この業務に必要な機器、資材等については受託者が用意

すること。 

(3) この業務に必要な動力などの費用はすべて受託者が負担する。 

(4) 作業内容及び時期を記載した作業工程表（任意様式）を作成し、契約締結後速やかに委託者

に提出すること。 

(5) 作業中における事故・トラブル等が発生した場合に適切な処理を行うことができるよう、緊

急連絡体制表（任意様式）を作成し、契約締結後速やかに委託者に提出すること。 

(6) 主として委託者との協議を行う業務統括者を１名定め、緊急連絡体制表にその旨を記載する
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こと。 

(7) 業務の実施にあたっては、常に細心の注意を払い、第三者並びに作業従事者の安全を図るこ

と。 

(8) 作業中における受託者側に起因する事故等については、受託者が一切の責を負うものとする。 

(9) 作業中における事故の発生や異変があった場合は、速やかに委託者に連絡するとともに、必

要な措置を行うこと。 

(10)札幌市グリーン購入ガイドラインにより環境負荷低減を考慮した材料等を選定し、グリーン

購入の促進に努めること。 

(11)この仕様書に定めのない事項については、相互に協議調整し、改善を図るものとする。 

10 交通安全及び公害対策 

ダンプトラック等、大型貨物による資材の輸送にあたっては、踏切、通学路等、運搬車両が

人命等に影響を及ぼす区間が輸送路になる場合または埃、振動、騒音等の害の恐れのある区間

が輸送路になる場合は、必要に応じて地域住民及び関係機関等の連絡を密にし、交通安全の確

保、公害等の対策に万全を期さねばならない。 

運搬車両の業務現場内搬出入に当たっては、実情に応じて交通整理員を適時配置すること。 

11 添付資料 

(1) 別図                              ・・・ 別図１～７ 

(2) システム構成図                         ・・・ 別添１ 

(3) 現地機能検査項目                        ・・・ 別添２ 
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別記１ 

個人情報の取扱いに関する特記事項 

（個人情報の保護に関する法令等の遵守）

第１条 受託者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下「個

人情報保護法」という。）、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律

についての事務対応ガイド（行政機関等向け）」（以下「事務対応ガイド」という。）、「札

幌市情報セキュリティポリシー」等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特記事項

（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。

 （管理体制の整備）

第２条 受託者は、個人情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報をいう。

以下同じ。）の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持しな

ければならない。

 （管理責任者及び従業者）

第３条 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面（当該書

面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）により委託者に報告しな

ければならない。

２ 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を定

めなければならない。

３ 受託者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承

認を得なければならない。

４ 受託者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければなら

ない。

５ 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければ

ならない。

６ 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならな

い。

 （取扱区域の特定）

第４条 個人情報を取り扱う場所（以下「取扱区域」という。）は仕様書３に定める対象施

設とする。

２ 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認

を得なければならない。

３ 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所

から持ち出してはならない。

 （教育の実施）

第５条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項に
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おける従業者が遵守すべき事項その他本委託等業務の適切な履行に必要な教育及び研修

を、従業者全員に対して実施しなければならない。

２ 受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を

確立しなければならない。

 （守秘義務）

第６条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に

漏らしてはならない。

２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人

情報を他に漏らさないようにしなければならない。

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。

４ 受託者は、本委託等業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関する

誓約書を提出させなければならない。

 （再委託）

第７条 受託者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本委託等業務の一部を第三者へ

委託（以下「再委託」という。）してはならない。

２ 受託者が再委託する場合には、あらかじめ委託者に申請し、委託者から書面により承

諾を得なければならない。

３ 受託者は、本委託等業務のうち、個人情報を取り扱う業務の再委託を申請する場合に

は、委託者に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。

(1) 再委託先の名称

(2) 再委託する理由

(3) 再委託して処理する内容

(4) 再委託先において取り扱う情報

(5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策

(6) 再委託先に対する管理及び監督の方法

４ 受託者は、前項の申請に係る書面を委託者に対して提出する場合には、再委託者が委

託者指定様式（本契約締結前に受託者が必要事項を記載して委託者に提出した様式をい

う。）に必要事項を記載した書類を添付するものとする。

５ 委託者が第２項の規定による申請に承諾した場合には、受託者は、再委託先に対して

本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して再委託先の全ての行

為及びその結果について責任を負うものとする。

６ 委託者が第２項から第４項までの規定により、受託者に対して個人情報を取り扱う業

務の再委託を承諾した場合には、受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対

する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。

７ 前項に規定する場合において、受託者は、再委託先の履行状況を管理・監督するとと

もに、委託者の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。

 （複写、複製の禁止）

第８条 受託者は、本委託等業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報
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が記録された資料等を、委託者の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。

 （派遣労働者等の利用時の措置）

第９条 受託者は、本委託等業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に

行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければ

ならない。

２ 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について

責任を負うものとする。

 （個人情報の管理）

第１０条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を保持している間は、事務

対応ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところ

により、当該個人情報の管理を行わなければならない。

(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化し、

取扱規程等を策定すること。

(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏

えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行う

こと。

(3) 従業者の監督・教育を行うこと。

(4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の

取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を

行うこと。

(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報

漏えい等の防止を行うこと。

 （提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止）

第１１条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報について、本委託等業務以

外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。

 （受渡し）

第１２条 受託者は、委託者と受託者との間の個人情報の受渡しを行う場合には、委託者

が指定した手段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、委託者は、受託

者に対して個人情報の預り証の提出を求め、又は委託者が指定する方法による受渡し確

認を行うものとする。

 （個人情報の返還、消去又は廃棄）

第１３条 受託者は、本委託等業務の終了時に、本委託等業務において利用する個人情報

について、委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。

２ 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前

に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予

定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。
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３ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、こ

れに応じなければならない。

４ 受託者は、前３項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録さ

れた電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な

措置を講じなければならない。

５ 受託者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、委託者に対してその日時、担

当者名及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。

 （定期報告及び緊急時報告）

第１４条 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場

合は、直ちに報告しなければならない。

２ 受託者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなけれ

ばならない。

 （監査及び調査）

第１５条 委託者は、本委託等業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基

づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委託者

に対して、実地の監査又は調査を行うことができる。

２ 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託

等業務の処理に関して必要な指示をすることができる。

 （事故時の対応）

第１６条 受託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故（個人情報保護法違

反又はそのおそれのある事案を含む。）が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の

有無にかかわらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、

事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならな

い。

２ 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係者

との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施す

るために、緊急時対応計画を定めなければならない。

３ 委託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に

応じて当該事故に関する情報を公表することができる。

 （契約解除）

第１７条 委託者は、受託者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事項に関

連する委託等業務の全部又は一部を解除することができる。

２ 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者

に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。

 （損害賠償）

第１８条 受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しないこと
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によって委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損

害を賠償しなければならない。
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別記２

個人情報取扱安全管理基準 

１ 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定

  個人情報の適正な取扱いの確保について基本方針を策定していること。

  また、以下の内容を記載した個人情報の保護に関する規程及び個人情報の取扱手順等

が定められていること。

(1) 組織的安全管理措置

(2) 人的安全管理措置

(3) 物理的安全管理措置

(4) 技術的安全管理措置

 ※ 上記(1)～(4)の具体的内容については、個人情報保護委員会ホームページ

（https://www.ppc.go.jp）に掲載されている「個人情報の保護に関する法律についての

事務対応ガイド（行政機関等向け）」の「４－３－１」の「安全管理措置（法第６６条）」

を御確認ください。

２ 個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置

  個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者が定められており、基本方

針、規程及び個人情報の取扱手順等に明記されていること。

３ 従業者の指定、教育及び監督

(1) 個人情報の秘密保持に関する事項が就業規則等に明記されていること。

(2) 個人情報を取り扱う従業者を指定すること。

(3) 個人情報の取扱い、情報システムの運用・管理・セキュリティ対策及びサイバーセキ

ュリティの研修計画を策定し、従業者に対し毎年１回以上研修等を実施していること。

また、個人情報を取り扱う従業者は、必ず１回以上研修等を受講している者としてい

ること。

(4) 総括保護管理者及び保護管理者は、従業者に対して必要かつ適切な監督を行うこと。

４ 管理区域の設定及び安全管理措置の実施

(1) 個人情報を取り扱う管理区域を明確にし、当該区域に壁又は間仕切り等を設置する

こと。

  【管理区域の例】

  ・ サーバ等の重要な情報システムを管理する区域

  ・ 個人情報を保管する区域

  ・ その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域

(2) (1)で設定した管理区域について入室する権限を有する従業者を定めること。

   また、入室に当たっては、用件の確認、入退室の記録、部外者についての識別化及

び部外者が入室する場合は、管理者の立会い等の措置を講ずること。さらに、入退室

の記録を保管していること。



12 

(3) (1)で設定した管理区域について入室に係る認証機能を設定し、パスワード等の管理

に関する定めの整備及びパスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる

こと。

(4) 外部からの不正な侵入に備え、施錠装置、警報措置及び監視装置の設置等の措置を講

ずること。

(5) 管理区域では、許可された電子媒体又は機器等以外のものについて使用の制限等の

必要な措置を講ずること。

５ セキュリティ強化のための管理策

  情報資産の盗難、紛失、持出し、複写・複製、目的外の使用及び第三者への提供を防

止するため以下の対策を実施していること。

(1) 個人情報の取扱いに使用する電子計算機等は、他のコンピュータと接続しない単独

による設置又は当該業務に必要な機器のみと接続していること。また、インターネッ

ト及び当該業務を実施する施設外に接続するイントラネット等の他のネットワークに

接続していないこと。ただし、本市の許可を得た場合はこの限りでない。

(2) 個人情報の取扱いにおいてサーバを使用している場合は、当該業務を実施する施設

内に設置していること。また、サーバへのアクセス権限を有する従業者を定めること。

さらに、部外者のアクセスは必要最小限とし、管理者の立会い等の措置を講ずること。

ただし、本市の許可を得た場合はこの限りでない。

(3) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機等は、アクセス権等を設定し、使用で

きる従業者を限定すること。また、アクセスログやログイン実績等から従業者の利用

状況を記録し、保管していること。

(4) 記録機能を有する機器の電子計算機等への接続制限について必要な措置を講ずるこ

と。

(5) 本市が貸与する文書、電子媒体及び業務にて作成した電子データを取り扱う従業者

を定めること。

(6) 業務にて作成した電子データを保存するときは、暗号化又はパスワードにより秘匿

すること。また、保存した電子データにアクセスできる従業者を限定するとともにア

クセスログ等から従業者の利用状況を記録し、契約期間終了後、１年以上保管してい

ること。

(7) 本市が貸与する文書及び電子媒体は、施錠できる耐火金庫及び耐火キャビネット等

にて保管すること。また、書類の持ち出し記録等を作成していること。

(8) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機は、従業者が正当なアクセス権を有

する者であることをユーザ ID、パスワード、磁気・IC カード又は生体情報等のいず

れかにより識別し、認証していること。

(9) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機は、セキュリティ対策ソフトウェア

等（ウィルス対策ソフトウェア等）を導入していること。

(10)業務にて作成した電子データを削除した場合は、削除した記録を作成していること。

また、削除したことについて証明書等により確認できる措置を講ずること。

(11)個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機等を廃棄する場合は、専用のデータ

削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用するこ
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と。

(12)本市の許可なく第三者に委託しないこと。

６ 事件・事故における報告連絡体制

(1) 従業者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の管理者への報告
連絡体制を整備していること。

(2) 情報の漏えい、滅失又は毀損等事案の発生又は兆候を把握した場合の従業者から管
理者等への報告連絡体制を整備していること。

(3) 情報の漏えい、滅失又は毀損等事案が発生した際の本市及び関連団体への報告連絡
体制を整備していること。併せて、事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の検

討並びに決定等に係る体制及び手順等を整備していること。

７ 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制

  本市が貸与する文書、電子媒体及び左記書類等に基づき作成される電子データを持ち

運ぶ場合は、施錠した搬送容器を使用すること。また、暗号化、パスワードによる保護、

追跡可能な移送手段等により、破損、紛失、盗難等のないよう十分に配慮していること。

８ 関係法令の遵守

  個人情報の保護に係る関係法令を遵守するために、必要な体制を備えていること。

９ 定期監査の実施

  個人情報の管理の状況について、定期に、及び必要に応じ、随時に点検、内部監査及

び外部監査を実施すること。

１０ 個人情報取扱状況報告書の提出

  本市の求めに応じ、又は当該業務契約に基づき、各月の期間ごとの役務完了の書面提

出時において、本市が指定する様式にて個人情報取扱状況報告書を提出すること。

１１ 情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ISMS」という。）又はプライバシ
ーマーク等の規格認証

ISMS（国際標準規格 ISO/IEC27001:2013、日本工業規格 JISQ27001:2014）、プライ
バシーマーク（日本工業規格 JISQ15001:2006）等の規格認証を受けていること。 
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EM-CE3.5mm2-2C,E2.0 電源①(PF-D22)

マットスイッチリード線 (PFW16) CV2sq-2C相当

マットスイッチリード線 (PF-D16) CV2sq-2C相当

EM-UTP0.5-4P(Cat5e) インターホン
制御EM-FCPEE 0.9-5P
通信EM-FCPEES 0.9-5P

(PF-D28)

EM-CE3.5mm2-2C～2,E2.0 電源①③(PF-D28)

EM-UTP0.5-4P(Cat5e) インターホン
制御EM-FCPEE 0.9-5P
通信EM-FCPEES 0.9-5P

(PF-D28)

EM-CE3.5mm2-2C,E2.0 電源③(PF-D22)

支柱に取付

H=1900

分電・弱電制御盤

EM-UTP0.5-4P(Cat5e) インターホン
制御EM-FCPEE 0.9-5P
通信EM-FCPEES 0.9-5P

(PF-D28)

EM-CE3.5mm2-2C～2,E2.0 電源③④(PF-D28)
EM-CE3.5mm2-2C～2 電源①②(PF-D28)

電源④

EM-UTP0.5-4P(Cat5e) インターホン
制御EM-FCPEE 0.9-5P
通信EM-FCPEES 0.9-5P

(PF-D28)

EM-CE3.5mm2-2C～2,E2.0 電源④⑤(PF-D28)
EM-CE3.5mm2-2C～3 電源①②③(PF-D28)

EM-FCPEE 0.9-3P 警備(PF-D22)

EM-FCPEE 0.9-3P 警備(PF-D22)

EM-UTP0.5-4P(Cat5e) インターホン
制御EM-FCPEE 0.9-5P
通信EM-FCPEES 0.9-5P

(PF-D28)

EM-CE3.5mm2-2C～2,E2.0 電源⑤(PF-D22)

EM-FCPEE 0.9-3P 警備(PF-D22)

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(H=2,000)
200x200x200WP-Vx2

ｔ
インターホン

IP

EM-UTP0.5-4P(Cat5e) カメラ

H=1900

支柱に取付

EM-UTP0.5-4P(Cat5e) ITVカメラ(PF-D22)
フェンス下部に支持

管理事務室

H=1900

支柱に取付 別図２



通信(SF用)EM-FCPEE-S0.9-5P

電源(SF用)EM-CE3.5mm2-3C

A

単方向ゲート（メイン）

マットスイッチ

SF

ルーター

スイッチングHUB

単方向ゲート（サブ）

GM

GS

MS

HUB

RT

記　号 名　　称

T

P

PC

A(P)

入出場ポスト

機器凡例

入口ゲート
IN

出口ゲート
OUT

専用ケーブル

専用ケーブル

MS1MS2

GS2

MS4MS3

GM2P

専用ケーブル

専用ケーブル

専用ケーブル

インターホン

EM-FCPEE-0.9-3P 機械警備

電源①②

電源③④

EM-FCPEES 0.9-5P

EM-FCPEE 0.9-5P

通信

制御

EM-UTP0.5-4P(Cat5e)×2

EM-CE3.5mm2-2C×2 E2.0

EM-CE3.5mm2-2C×2 E2.0

EM-CE3.5mm2-2C×3 E2.0

インターホン

EM-FCPEES 0.9-5P

EM-FCPEE 0.9-5P

通信

制御

EM-UTP0.5-4P(Cat5e)

EM-CE3.5mm2-2C×3 E2.0

インターホン

EM-FCPEES 0.9-5P

EM-FCPEE 0.9-5P

通信

制御

EM-UTP0.5-4P(Cat5e)

電源①②③

電源①②③

EM-CE3.5mm2-2C×3 E2.0

インターホン

EM-FCPEES 0.9-5P

EM-FCPEE 0.9-5P

通信

制御

EM-UTP0.5-4P(Cat5e)

電源①③

PGM1

GS1

TSF

EM-CE3.5mm2-2C×3 E2.0

インターホン

EM-FCPEES 0.9-5P

EM-FCPEE 0.9-5P

通信

制御

EM-UTP0.5-4P(Cat5e)

電源③

EM-CE3.5mm2-2C×3 E2.0

インターホン

EM-FCPEES 0.9-5P

EM-FCPEE 0.9-5P

通信

制御

EM-UTP0.5-4P(Cat5e)

電源①③

専用ケーブル

EM-CE3.5mm2-2C×3 E2.0

EM-FCPEES 0.9-5P

EM-FCPEE 0.9-5P

通信

制御

電源①

①～④番回路（機器電源）
⑤番回路（管理小屋　管理ＰＣ）

（通信）

EM-FCPEE-S0.9-5P 通信中継
ユニット

PC

ＤＲ

分電・弱電制御盤

EM-FCPEE-0.9-3P

（機械警備）
機械警備端末

（インターホン）

EM-UTP0.5-4P(Cat5e)
光回線

ＯＮＵＲＴ

EM-CE3.5mm2-2C×5,E2.0

Ｃ

RS232Cケーブル

ＨＵＢ

電話機

ONU 光回線終端装置

DR

機械警備端末

Ｃ

更新精算機(ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ付)

一次利用券発行機(ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ付)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾚｺｰﾀﾞ（ﾈｯﾄﾜｰｸﾚｺｰﾀﾞ）

回線は光電話に接続する。

認識部（カード式）

検知器（空間検知器）

管理ＰＣ

満空灯(ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ上部)

（制御）

EM-FCPEE-0.9-5P

DATE NO．CHECK DESIGN DRAWN PROJECT
（石）第３３７５号一級建築士事務所登録

TITLE SCALE
一級建築士登録 第１５８９７１号 田所　裕司株式会社アクティ建築設計

S= N/S

仮称）札幌駅暫定自転車等駐車場整備工事
E-10

2023.7

システム構成図

EM-UTP0.5-4P(Cat5e)
（ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ）

ネットワークカメラ×３
（駐輪場内監視）

管理事務所

※インターホンに関しては、将来用に配線のみすること

別図３



DATE NO．CHECK DESIGN DRAWN PROJECT
（石）第３３７５号一級建築士事務所登録

TITLE SCALE
一級建築士登録 第１５８９７１号 田所　裕司株式会社アクティ建築設計

S= N/S

仮称）札幌駅暫定自転車等駐車場整備工事
E-07

2023.7

駐輪機器図(１)

ユニット名 型式 メーカー
パソコン本体   

(Express5800/53Xj(W1064)) N8000-6315 NEC

ＬＣＤ LCD-AD151SEW IO DATA

ＵＰＳ SMU-EA751 サンケン

通信中継ユニット FFD8504C 日本信号

通信アダプタ FD8521C 日本信号

定期券発行機 NH3002B 日本信号

シール発行機 E-ClassⅢP ｱｯｿ

一時利用券/解約券発行機 WWT540100 ｻﾄｰ

ＢＯＸ－ＰＣ STC-A116A(S) ｲﾝﾀﾌｪｲｽ

管理パソコンPC

構　　成

1

2

電　　源

スイッチングHUB、ラック2台

AC100V±10%　50／60Hz

ルータ、定期券発行機、シール発行機、一時利用券/解約券発行機、BOX PC

パソコン本体、LCD、UPS、通信中継ユニット、通信アダプタ、認証用カードリーダ

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ

LCD

定期券発行機

UPS

ｼｰﾙ発行機

(QR紙券)

一時利用券/解約券発行機

ﾊﾟｿｺﾝ本体
BOX PC

ﾗｯｸ
通信ｱﾀﾞﾌﾟﾀ

通信中継ﾕﾆｯﾄ

1組

(再取付)

(新設)

一 時 券 発 行 機

利　用　方　法

券取り出し口

自転車

原　付

定期利用の方は満車でもご利用いただけます

満
空

本体､扉､ﾍﾞｰｽ

SPCC ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装

S8-443(日塗工)､半艶､ﾌﾗｯﾄ

構　　造2 防滴構造

参考図：防犯プロテクター（一次利用券発行機）

2
,
6
7
0

2
,
0
0
0

6
7
0

657954

734 220

塗　　装1

P

｢満｣･･･赤､｢空｣･･･緑  LED表示鋼板 t=1.6

電  源1

2 主  材 機  能4

溶融亜鉛めっき

防滴構造･壁取付型3 構  造AC100V±10% 50/60Hz

5 質  量 約30kg以下

SF 参考図：エリア別満空灯（１段）

620

6
7
0

満

空

自転車

定期利用の方は満車でもご利用いただけます

原　付

(新設)

自動二輪券

発行ボタン

一 時 券 発 行 機

原付券 自転車券

発行ボタン 発行ボタン

T

2.一時券は、取 り出し口に発行されま す。

1.利用者は、車 種により該当する発行 ボタン

　を押し、一時 券をお受け取りくださ い。

利　用　方　法

券取り出し口

型　　式 メーカー

塗　　装

電　　源1

2 SPCC メラミン樹脂焼付塗装

塗装色：R10-801（日塗工）

約50kg以下3 質　　量

機　　能

満車時の発券中止

4

感熱（折紙カット式）約3000枚

AC100V±10% 50/60Hz 後払い一次利用券(QR紙券)発行

一時利用券発行機

FD8524E 日本信号株式会社

1台

460540

1
8
40

1
52

0

(再使用)

硬貨投入口

取消ボタン

人感センサ

扉錠

電子マネーリーダー

つり銭返却口

案内放送スピーカ

14
7
0

680

600

470

紙幣挿入口

二次元コードリーダ

ICカードリーダ

つり札返却口

シール・レシート取出口

タッチパネル操作部

インターホン

A

型　　式 メーカー

1

2

本体、扉、ベース

塗　　装

電　　源

SPCC メラミン樹脂焼付塗装

S8-443（日塗工）、半艶、フラット

機　　能4

構　　造 防滴構造3

電子決済（SAPICA）対応

AC100V±10% 50/60Hz

定期利用購入/一時利用(QR紙券)精算

自動料金精算機

FD8557A 日本信号株式会社

1台

(再使用)

13

50
0

700

MS2

型　　式 メーカー

24VDC定格電圧1

3

0.3A2 定格電流

4 防 水 性

動作荷重

主　　材5 ゴム板：ＮＲ黒

リード線

コネクター

スイッチ固定バンド防雨形

マットスイッチ（屋内・屋外兼用）

約80N

日本信号株式会社700×500×14t

2枚

14.3

ピッチ55

(新設)

2
50

10

MS1

型　　式 メーカー

24VDC定格電圧1

3

0.3A2 定格電流

4 防 水 性

動作荷重 約100N

主　　材5 ゴム板：ＮＲ黒

リード線

コネクター

スイッチ固定バンド防雨形

マットスイッチ（屋内・屋外兼用）

日本信号株式会社700×250×10t

2枚

ピッチ55

14.3

(新設)

P

電　　源1

2 塗　　装

機　　能4

3 質　　量 約50kg以下

定期券：非接触ＩＣカード

SPCC ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装

筐体､ﾍﾞｰｽ 塗装色:DIC-641(日塗工)

0.4kVA以下(動作時)

AC100V±10% 50/60Hz

一時券：QR紙券

型　　式 メーカーEL2725B

入・出場ポスト 2台

1
4
0
0

200

9
00

6
0

300

日本信号株式会社

(再使用)

本体､扉､ﾍﾞｰｽ

塗　　装 SPCC ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装

S8-443(日塗工)､半艶､ﾌﾗｯﾄ

1 構　　造2

1010

1
6
9
0

679

P

防滴構造

参考図：防犯プロテクター（自動料金精算機）

(新設)

1台

約200kg以下3 質　　量

注記）
再使用する機器（自動料金精算機、一時利用券発行機、屋外型・単方向ゲート、入・出場ポスト）は、傷補修のための塗装を施す事。

GM・GS

電　　源1

2 塗　　装

機　　能4

3 質　　量

0.6kVA以下（動作時）

AC100V±10% 50/60Hz

ﾌﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ(みがき材仕様)

SPCC ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装

筐体､ﾍﾞｰｽ 塗装色:DIC-641(日塗工)

処理能力 : 約10台/分

約200kg以下

ﾌﾗｯﾌﾟ動作時間 : 約0.8sec

GM(ﾒｲﾝ)GM(ｻﾌﾞ)

赤外線ｾﾝｻｰおよびﾏｯﾄｽｲｯﾁ5 通過検知

6 GM(ﾒｲﾝ)

GM(ｻﾌﾞ)

制御部、ｾﾝｻｰ制御部、ﾌﾗｯﾌﾟ動作部

ｾﾝｻｰ制御部、ﾌﾗｯﾌﾟ動作部

型　　式 メーカー 日本信号株式会社FD8544A

屋外型・単方向ゲート 2組

1
0
4
0

380 400

60

30

1
5
0

6
0

60
(再使用)

※安全フラップ保護材更新を行うこと。

※UPSの更新を行うこと

別図４

10 参考メーカー参考メーカー



DATE NO．CHECK DESIGN DRAWN PROJECT
（石）第３３７５号一級建築士事務所登録

TITLE SCALE
一級建築士登録 第１５８９７１号 田所　裕司株式会社アクティ建築設計

S= N/S

仮称）札幌駅暫定自転車等駐車場整備工事
E-08

2023.7

駐輪機器図(２)

電　圧

1

2

2080lm程度

AC100～242V

光　束3

消費電力 17.2W程度4

色温度等 昼白色､5000K､Ra70､広角ﾀｲﾌﾟ

6 備　考 電源ﾕﾆｯﾄ内蔵､防雨型

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

耐風速60m/s､保護等級IP23

5本　体 ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ(ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰﾒﾀﾘｯｸ)

35台B LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ200形

電　圧

1

2

12,500lm程度

AC100～242V

光　束3

消費電力 88.7W程度4

色温度等 昼白色､5000K､Ra70､広角ﾀｲﾌﾟ

6 備　考 電源内蔵型､ﾜｲﾄﾞ配光

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

耐風速60m/s､保護等級IP65

5本　体 ｱﾙﾐ(ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ)

4台A LED投光器 水銀灯400形相当

電　圧

1

2

電話型同時通話

AC100V

通話方式3

形　状 壁取付・卓上両用4

局　数 ８局用

6 備　考 親子式

5本　体 樹脂製

1台インターホン親機

110

2
1
0

79

50/30

AC100/200V

ELCB 2P
50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

CP 2P
30/5

ELCB 2P ELCB 2P ELCB 2P ELCB 2P ELCB 2P

入口ゲート
入場ポスト

出口ゲート
出場ポスト

発行機 精算機 監理PC
盤内

コンセント
ファン

ヒーター

面

(新設)

1

2

電  源 AC100V±10% 50/60Hz

構  造

参考図：引込盤

防滴構造･壁掛型、溶融亜鉛めっき

単線結線図

ELCB 3P
50/50

1φ3W 
AC100/200V

ELCB 3P
50/20 50/20
ELCB 3P ELCB 3P

分 電
弱電制御盤

プレハブ
電灯盤

外灯
2,500 1,400

6
00

50/30

1台

(新設)

1

2

電  源 AC100V±10% 50/60Hz

構  造

3 機  能 排気ﾌｧﾝ､ﾋｰﾀｰ内蔵

参考図：分電・弱電制御盤

防滴構造･防塵構造(ﾌｨﾙﾀｰ)･自立型、溶融亜鉛めっき

約300kg以下質　量4

700

1
0
0

1
,
75

0
10

0

600

MCCB 3P

1φ3W 

単線結線図（参考）

盤内配置図（参考）

約1/2.8型 CMOSｾﾝｻｰ･約210万画素･ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ撮像素子・有効画素数・走査方式

最低照度

画像解像度（最大）

10BASE-T/100BASE-TX･H.265､H.264､JPEGネットワーク・画像圧縮方式

(F1.6)ｶﾗｰ:0.001lx､白黒:0.0004lx

ﾕｰｻﾞｰ認証/ﾎｽﾄ認証/HTTPS､FIPS140-2level3セキュリティ

ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｵｰﾄ､ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾅﾐｯｸ､ｽﾏｰﾄｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ､機　能

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ親水ｺｰﾄ､逆光/強光補正､ｶﾗｰ/白黒切換､動作検知､妨害検知､

レンズ部 f=4.25～170mm(40倍､電動ｽﾞｰﾑ/電動ﾌｫｰｶｽ)

AC24V 約53.3W､PoE++(IEEE802.3bt準拠)約50.8W､電源・消費電力

【16:9】1920×1080(60fps)【4:3】1280×960(30fps)

音検知､MicroSDｽﾛｯﾄ､AI自動追尾､AI音識別､AIｱﾌﾟﾘ搭載可能

回転台部 水平:360°旋回/垂直:-15°～+195°､駆動耐久性370万回

防水性・耐衝撃性・耐重塩害 IP67/IP66､Type4X､NEMA4X 準拠･IK10･ISO14993準拠

PoE+(IEEE802.3at準拠)約25.4W

φ229

屋外フルＨＤ ＰＴＺ ＡＩカメラ（壁取付金具付） 3台 1台

２３００

特長（機能）

モニター端子　最大解像度

入出力

録画圧縮方式

電源・消費電力

8台･1TB(1TB×1)

H.265､H.264､JPEG

ﾒｲﾝ:4K､ｻﾌﾞ:FHD

USB2.0×1)､ｱﾗｰﾑ/ｺﾝﾄﾛｰﾙ端子:1(端子台ﾌﾟﾗｸﾞ)､

ｶﾒﾗﾎﾟｰﾄ:8(RJ-45､PoE+対応)､PCﾎﾟｰﾄ:1(RJ-45)

ﾓﾆﾀｰ端子:2(HDMI)､USBﾎﾟｰﾄ:2(USB3.0×1,

3認定､通信:SSL対応)､MP4ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ､高精細映像監視､

ｺﾋﾟ-可能､ｾｷｭﾘﾃｨ性(ﾊｰﾄﾞ:FIPS140-2level

PoE給電機能､簡単操作･簡単設定､外付HDD･USBﾒﾓﾘｰに

RTSP接続機能､かな漢字変換機能､ﾏｳｽ1個付属

カメラ接続台数・ＨＤＤ

質　量 約２．５ｋｇ

4
4

　 １７７０

　
 ２

２
５

８

　　３４００

DC54V 2.78A(専用ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ使用時)･150W

ネットワークディスクレコーダー（１ＴＢ×１）

別途支給 別途支給

別途支給 別途支給

屋外用ネットワークカメラ

別図５

15

PoE（IEEE802.3af準拠）

消費電力 約15Ｗ

21倍、電動ズーム/電動フォーカス

IP67、Type4X、NEMA4X　準拠・IK10

ステンレス（耐食処理）、カラー/白黒切替、動作検知、妨害検知



端子盤

ＵＴＰ

ＵＴＰ

（光回線）
ＶＲＮ
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インターネット

将来用設備枠

既存設備枠

電話ケーブル

ＵＴＰ０．５－４Ｐ　（ＣＡＴ５ｅ）

標準電話機Ｔ

ＥＢＴ

ＵＴＰ

凡　　例

ＵＴＰ

ＵＴＰ

ＵＴＰ

（子機）
インターホン

（2台）
ＵＴＰ 監視カメラカメラ用

レコーダー
ＨＵＢ
（POE）

ＨＵＢ
（POE）

遠隔中継装置

ＵＴＰ

ＵＴＰ

ＨＵＢルータ
ＵＴＰ

Ｔ
ＥＢＴ

（現場）

管理ＰＣ装置

複合機

ＵＴＰ

ＨＵＢルータ ＵＴＰ ＵＴＰ

ＵＴＰＵＴＰ 監視カメラカメラ用
レコーダー

ＨＵＢ
（POE）

インターホン
（子機）

（子機）
インターホン

ＨＵＢ
（POE）

遠隔中継装置

ＵＴＰ

ＵＴＰ ＵＴＰ

ＵＴＰ

ＨＵＢルータ ＵＴＰ ＵＴＰ

Ｔ
ＥＢＴ

（現場）

管理ＰＣ装置

ＨＵＢルータ ＵＴＰ ＵＴＰ

Ｔ
ＥＢＴ

（現場）

管理ＰＣ装置

（親機）
インターホン

ＨＵＢ
（POE）

複合機

ＵＴＰ

ＵＴＰ ＵＴＰ

ＵＴＰ

ＨＵＢルータ
ＵＴＰ

カメラ用
ノートＰＣ

（5台）

端子盤 ＯＮＵ ＵＴＰＵＴＰＥＢＴ

端子盤 ＯＮＵＥＢＴ ＵＴＰ

端子盤 ＯＮＵＥＢＴ ＵＴＰ

端子盤 ＯＮＵＥＢＴ ＵＴＰ

端子盤 ＯＮＵＥＢＴ ＵＴＰ

西2丁目線地下自転車等駐車場(既存設備)

北1条西1地下自転車駐車場(既存設備)

北1条西6暫定自転車等駐車場(既存設備)

南2条西3地下自転車駐車場(既存設備)

南2条西4五番街自転車駐車場(既存設備)

インターホン
（子機）

ＨＵＢ
（POE）

レコーダー
カメラ用

監視カメラ

ＵＴＰ

ＵＴＰ

ＨＵＢ遠隔中継装置

リモートPC装置 ルータ

管理ＰＣ装置

（現場）
ＵＴＰ

ＨＵＢ ルータＵＴＰ

ＥＢＴ

ＵＴＰ

ＵＴＰ

端子盤ＥＢＴＯＮＵＵＴＰ

端子盤ＥＢＴＯＮＵＵＴＰ

(POE)
ＨＵＢ

（親機）
インターホン

ＵＴＰ

ＵＴＰ

ＵＴＰ

ＵＴＰ
ＨＵＢ ルータ

ＵＴＰ
遠隔管理装置

ノートＰＣ
カメラ用

ＥＢＴＯＮＵＵＴＰ 端子盤

既設端子盤

ＯＮＵ

ＯＮＵ ＥＰＴ

ＥＰＴ
ＵＴＰ

サーバー
複合機

サーバーラック

ＯＡデスク

（現場）

管理ＰＣ装置
ＨＵＢ ルータ

ＥＢＴ

ＨＵＢ
サーバー

ＵＴＰ

ルータ
（ＤＢ）

（ＷＥＢ）

ＵＴＰ

ＵＴＰ

ＵＴＰ

ＵＴＰ

Ｔ

ＨＵＢ

Ｔ

管理ＰＣ装置
（現場）

ＵＴＰ
ルータ

ＵＴＰ

ＥＢＴ

ＥＢＴＯＮＵＵＴＰ イベント盤SM-4C

本庁駐輪場(将来用)

札幌駅北口駐輪場(既存設備)

コールセンター(既存設備)

５・５ビル駐輪場(既存設備)

札幌駅暫定自転車駐輪場(当該工事)

ＵＴＰ

ＵＴＰ

ＵＴＰ

本庁６階自転車対策室内(既存設備)
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1.1. 南口駐輪場 システム構成

分電・弱電制御盤 
一時券発行機 

(二次元コード紙券) 

無停電電源装置 

(UPS) 

定期券リーダ 

(FeliCa) 

カード認証兼用 

カード＋ＰＷにて 

個人情報閲覧可能 

通信中継ユニット 

管理 PC 

ルータ 

ﾞ

閉域網ネットワーク

シール発行機 

定期管理ユニット  通信アダプタ

一時管理ユニット  通信アダプタ

ＨＵＢ 

管理室 

一時券 

発行機 

自動料金 

精算機 

入場ゲート 

（ポスト） 

出場ゲート 

（ポスト） 

・路上駐輪場の追加計画あり

路上駐輪場（定期利用のみ）
一時利用あり  冬期保管なし

定期利用あり  原付利用あり 

満空灯（一時利用 自転車） 

満空灯（一時利用 原付） 

ネットワークカメラ 

３台 

ﾈｯﾄﾜｰｸﾚｺｰﾀﾞ 



























様式１

住 所

商号又は名称

職 ・ 氏 名 印

札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備に係る電気設備設置業務

備考　札幌市競争入札参加資格者（物品・役務）は、電子メールによる提出（押印不要）を
　　可とする。送信先等の提出方法は札幌市の指示に従うこと。

受付 印

職

職

年　　月　　日

（　以 下 、札 幌 市 使 用 欄　）

完　了　届

年　　月　　日

（あて先）札幌市長

名　称

完了を確認した職員

　　　年　月　日上記のとおり完了届の提出があったので，この役務の履行検査に係る検
査員及び立会人については次の者に命じ、　　年　月　日に検査を実施してよろしいか。

検査員

立会人

氏　名

氏　名

上記役務は，　　年　　月　　日に完了したのでお届けします。

課　長 係　長 係



【様式２】 

個人情報取扱状況報告書 

年  月  日   

  札幌市長        様 

                     住 所 

                     会社名 

                     代表者名              

個人情報取扱安全管理基準及び個人情報の取扱いに関する特記事項に基づき実施してい

る安全管理対策の実施状況について下記のとおり報告いたします。 

記 

受託業務名  

受託期間  

対象期間  

安全管理対策の実施状況 

１ 当該業務において、標記の基準及び特記事項に従い、安全管理対策を適切に実施し

ています。また、個人情報取扱安全管理基準適合申出書の提出時点からの変更有無等

について、以下のとおり報告いたします。 

(1) 従業者の指定、教育及び監督（変更なし・変更あり） 

(2) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施（変更なし・変更あり） 

(3) セキュリティ強化のための管理策（変更なし・変更あり） 

(4) 事件・事故における報告連絡体制（変更なし・変更あり） 

  〇（発生した場合）事件・事故の状況： 

(5) 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制（変更なし・変更あり） 

  〇（実績ある場合）概要： 

(6) 関係法令の遵守（変更なし・変更あり） 

(7) 定期監査の実施（変更なし・変更あり） 

(8) その他個人情報取扱安全管理基準適合申出書からの変更（なし・あり） 

２ その他特記事項等 


